
Copyright© 2025 NSR All Rights Reserved 1

社会保険労務士法人NSR

代表社員 武田かおり
（ﾃﾚﾜｰｸ社労士・両立支援社労士・ﾊﾗｽﾒﾝﾄｾﾞﾛ社労士）

テレワーク実施時の労務管理上の留意点

～テレワークが導く地方ビジネスの未来～

厚生労働省 令和７年度 テレワーク・セミナー

2025年11月27日



Copyright© 2025  NSR All Rights Reserved 2
2

ﾃﾚﾜｰｸ社労士・両立支援社労士・ﾊﾗｽﾒﾝﾄｾﾞﾛ社労士 武田かおり プロフィール

2008年西日本初のテレワーク専門相談員就任後、政府・自治体、経
団連他企業・団体向けイベント・セミナー500回、支援・相談1000
件以上対応。フレックスワーク、育児・介護両立支援、ハラスメン
ト、コミュニケーション相談・研修など、人材確保に向けた働きや
すい職場環境実現のサポートを行っている。

2008年～ 厚生労働省事業 テレワーク相談センター
  西日本初のテレワーク専門相談員就任

2016年～ 社会保険労務士法人ＮＳＲの役員就任
2019年～(一社） 日本テレワーク協会 客員研究員就任

社会保険労務士法人NSR

代表社員 武田かおり

総務省地域情報化ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、ﾃﾚﾜｰｸﾏﾈｰｼﾞｬｰ
一般社団法人日本テレワーク協会 客員研究員
日本テレワーク学会学会員 ﾊﾗｽﾒﾝﾄ相談員

＜テレワーク関係著書・執筆・動画＞

2009年 社団法人全国労働基準関係団体連合会
「在宅勤務－導入のポイントと企業例」共著

2016年 労働新聞「テレワーク導入最前線」（全24回）連載
2018年 日経ムック『実践！テレワークで「働き方改革」』監修
2018年 同友館「地域とヒトを活かすテレワーク」共著
2018年 日本法令「テレワーク導入・運用の教科書」共著 
2019年 内閣府「カエル！ジャパン通信Vol.136コラム」執筆
2020年 明南経営「LCG人事労務管理WEBカレッジ」

2020年 日経文庫「いまさら聞けないテレワークの常識」  
他、新聞・雑誌・ＴＶ出演多数。

ﾃﾚﾜｰｸ社労士・両立支援社労士・ﾊﾗｽﾒﾝﾄｾﾞﾛ社労士
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テレワーク実施時の労務管理上の留意点
～テレワークが導く地方ビジネスの未来～

このセミナーゴール
テレワークのメリットや必要性、「テレワークガイドライン」及び「情報機器ガイドライン」につい
てご理解いただき、企業の人材確保とビジネスの発展に役立てていただく。
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地方創生×多様な働き方

テレワークが導く地方ビジネスの未来

テレワークがつなぐ地方と都市
遠隔地雇用6事例比較 — 地方創生×多様な働き方

厚生労働省・総務省・Bowgl・Hone（2023–2025）に基づく事例分析
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社会的背景
「全国的に、」

テレワーク技術の進化と社会的要請の高まりが重なり、遠隔地雇用は企業の採用戦略における新たな選択肢として注目を集めている。

テレワークによる働き方の多様化

採用範囲の拡大
地域の枠を超えて全国、さらには海外から

も優秀な人材を確保できる。多様なスキル

を持つ人材へのアクセスが可能になる。

地域人材の活性化
地方に埋もれていた優秀な人材が都市部の企

業で活躍する機会が生まれる。地域経済の活

性化と人材の定着を同時に実現できる。

離職率の低下
転勤や配偶者の転勤、育児・介護などのライ

フイベントによる離職を防ぐ。柔軟な働き方

により、長期的なキャリア形成が可能。

テレワークが地域ビジネスにもたらすメリット

低い 働く場所の柔軟性 高い

在宅勤務 ワーケーションｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ勤務 モバイル勤務オフィスでのみ勤務 完全テレワーク
（居住地自由）
（遠隔地雇用）

勤務場所は「社員の自宅」等（オフィスへの通勤圏に居住不要）とするなど

■テレワークとは

「情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」

※テレワーク Telework：「tele＝離れたところで」と「work＝働く」をあわ
せた造語
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地方での人材確保を目的としたテレワークの実践事例を以下の4つのモデルに分類。

地方拠点型モデル…地域での事業安定と、地理的制約を取り払った広範なタレントプールの獲得

企業が地方に主要な活動拠点を設けることを戦略的な基盤とし、地域に根差した事業活動を行いながら、

全国（都市部や海外を含む）からリモートで専門人材を採用・活用するモデル。

柔軟雇用型モデル…既存社員の離職防止と、多様な働き方を求める潜在層の確実な取り込み

従業員の育児・介護、通勤困難といった個別のライフステージや価値観に対応するため、時間や場所にと

らわれない柔軟な雇用・勤務形態（時短勤務、フルリモート、副業許可など）を提供するモデル。

社会共生型モデル…地域住民への新たな雇用機会創出を図り、地域と企業双方の持続的な発展を目指す

テレワークの枠組みを活用し、障害者雇用や地域教育機関との連携、特定地域課題の解決に資する業務創

出などを通じて地域社会に貢献するモデル。

地方における人材確保のためのテレワーク実践モデル

ABW導入型モデル…自由度の高い働き方を企業文化としてアピールし、「働きたい会社」としての魅力を高める

「ABW（Activity Based Working）」の考え方を導入し、業務内容に応じて最適な場所（オフィス、自宅

など）と時間を選択できる働き方を実現するモデル。
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「最大の強みは採用力」本社を地方に、働き手は全国に

宮崎県に本社を置きながら、全社員がフルリモートで働く先進的な企業。

「リモートワークを当たり前にする」というビジョンのもと、場所に縛られない働き方を徹底的に追求。
世界中から多くの働き手が集まり、多様なバックグラウンドを持つ800名以上のメンバーが活躍。

毎月約2,000名もの応募が届いている。

• 完全リモート率９８．４％：オフィス出社を前提としない完全な在宅勤務制度

• 人材分散配置戦略：全国各地に人材を配置し、地域特性を活かした業務遂行

• 誰もが働ける社会の実現：家族の転勤、障害など通勤困難な人材が活躍

130%
就業人口増加率

地域における雇用創出効果
出典：Bowgl働き方改革企業事例集(2024)

地方拠点型モデル- 株式会社キャスター様(宮崎)

出所:総務省テレワークトップランナー2024総務大臣賞 取組事例集／株式会社キャスターHP

＜受賞歴＞
2016年「テレワーク先駆者」に選出
2017年「テレワーク先駆者百選」に選出

 「テレワーク推進賞」受賞
Forbes JAPAN WOMEN AWARD

 「働き方改革賞」特別賞を受賞
2019年「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰

（輝くテレワーク賞）」 特別奨励賞受賞
2020年「Mizuho Innovation Award」受賞

 「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」受賞
2021年「日本の経理をもっと自由にアワード2021 

リモートワーク部門」受賞
 「Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2021」

 「Japan Venture Awards2021中小機構理事長賞」
2023年 総務省主催「テレワークトップランナー2023」に選出

• 成果制マネジメント：時間ではなく成果で評価する独自の人事制度

https://note.com/caster_official/n/nec3b1549abcd

• 夢の実現を支援：アスリートとして活動しながら仕事を両立している例も
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テレワークをはじめとした柔軟な勤務制度の導入により、人材確保と業績向上の両面で劇的な成果を達成。
倒産の危機に直面していた企業が、働き方改革によってV字回復を実現。地域を代表する優良企業へと変貌を遂げている。

採用力向上

3倍に増加

求人票に「在宅勤務可」と記載することで、中途
採用の応募が従来の3倍に急増。優秀な人材の獲
得競争で圧倒的な優位性を確立した。

売上・粗利大幅向上で年収拡大

売上212.2％、粗利額339.2％

2009年と比較すると、2023年は「売上2.9倍」
「粗利4.9倍」「経常利益2.4倍」に成長し、平均
年収は350万円から520万円に拡大。

希望就職先ランキング1位

2023年卒希望就職先ランキング1位

2023年卒大学生対象の希望就職先ランキング
で堂々の1位を獲得。若手人材からも高い評価
を得る企業ブランドを確立している。

改革のきっかけとなった課題

業務量の増加と残業

事業拡大に伴い仕事量が増加し、残業が常態化。従業員の負担が増大し、ワークライフバランスの崩れが深刻な問題となっていた

。

急な欠勤への対応困難

体調不良や家庭の事情による急な欠勤が発生すると、

他の従業員への負担が集中。チームワークに支障をき

たす悪循環が生じていた。

収入減少への不安

子供による急な休みに対応可能出来るだけでなく、通勤時間削減、
仕事の合間に家事もできるなど、生活にゆとりが生まれた。
電話対応、来客対応がない分、専門業務の生産性が向上。

柔軟雇用型モデル- 株式会社ワークスマイルラボ様(岡山)

優秀な人材は育児中の女性

出所:厚生労働省「輝くテレワーク賞事例集」／日本テレワーク協会「働き方DX事例集」

急な欠勤で
同僚に迷惑を
かけるのが
心苦しい。
収入も減る…

仕事量が増えて、
残業が発生する…

テレワーク導入のきっかけは…

＜受賞歴＞
トピックス(一部抜粋)
2016年 総務省「テレワーク先駆者百選」受賞
2018年 総務省「テレワーク先駆者百選」総務大臣賞
2020年 日本テレワーク協会「テレワーク推進賞」会長賞

地域未来牽引企業(経産省)認定
2021年 厚労省「輝くテレワーク賞」特別奨励賞受賞
2022年 岡山県希望就職先ランキング1位
2023年 日本中小企業大賞最優秀賞&MVP受賞

＜受賞歴＞
トピックス(一部抜粋)
2016年 総務省「テレワーク先駆者百選」受賞
2018年 総務省「テレワーク先駆者百選」総務大臣賞
2020年 日本テレワーク協会「テレワーク推進賞」会長賞

地域未来牽引企業(経産省)認定
2021年 厚労省「輝くテレワーク賞」特別奨励賞受賞
2022年 岡山県希望就職先ランキング1位
2023年 日本中小企業大賞最優秀賞&MVP受賞
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北見市は北見工業大学と提携し、卒業後に都市圏の企業で働いた後、育った段階で進出4社の北見拠点で働いてもらう「サ
ケモデル」を構築。その1社である株式会社アイエンターは「北見市内のサテライトオフィスでふるさとテレワークを推進
する IT 関連企業との ICT 環境を活用した地方創生に係る連携協定」を締結することで、優秀な人材の確保に成功している。

「サケモデル」のコンセプト

北見工業大学の学生が首都圏のIT企業でスキルを磨いた後、U
ターンして地元でIT人材として働く仕組み。地域への人材回帰

を促進し、流出を防ぐ。

北見市の戦略的支援

空港アクセス、北見工大との連携、低い災害リスクなどをアピ

ールし、IT企業誘致を推進。総務省の「ふるさとテレワーク推

進事業」採択によりサテライトオフィス開設を支援した。

多様な働き方との両立

フルテレワークにより、冬季スポーツ選手が競技と仕事を両立

できる環境を整備。地元に戻っても専門スキルを活かせること

で、多様なキャリアパスを支援する。

技術と地域の共創

カーリング姿勢推定システムや市役所窓口のRPA化（書かない

窓口）など、地域課題解決に貢献する技術開発を地元大学と連

携して推進。二地域居住のモデルも模索し活性化を目指す。

この取り組みは、単なる企業誘致に留まらず、Uターン・Iターンを促す「人材誘致」という新たな視点をもたらし、地方における高度IT
人材の集積とイノベーション創出に貢献している。

社会共生型モデル-株式会社アイエンター様×北見市様（北海道北見市）

地元大学との連携強化で長期的な人材戦略

出所:総務省「テレワーク採用の活用事例集」

ハッカソンは、「ハック（hack）」と「マラソン（marathon）」を組み合わせた造
語で、プログラマー、デザイナーなどの関係者が特定のテーマのもと、短期間に集
中して新しいソフトウェアやサービスを開発し、その成果を競い合うイベント

総務省「テレワーク採用の活用事例集」
総務省「令和6年度テレワークを活用したデジタル人材の
地域への定着に関する調査研究の請負」
https://www.soumu.go.jp/main_content/001008353.pdf
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ABWを戦略的に進めて人材確保

徒歩圏内に駅がなく、バスの便も少ないため、交通の不便さから人材確保に苦労してきたが、2020年の新社屋建設を機にモ
バイルノートパソコンを全社員に支給しどこでも働ける環境を整備。テレワーク、フリーアドレス制を導入し、時間と場所
を自由に選べる働き方、ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)の推進に注力することで、人材確保につなげている
。
フリーアドレス制
プロジェクトメンバーが議論する時は大テ
ーブルを囲み、集中したい時はプライバシ
ーが確保されたスペースで作業できる。

テレワーク環境
安全なネットワークシステムを導入し、社
員全員にノートパソコンを支給。遠方から
の通勤者は週に1、2回の出社で対応。

業務効率化
RPAを活用し、業務を自動化。ECサイトの
在庫数調整作業の自動化により、年間で数
百時間の業務時間削減を実現。

社員サポート制度

• 食堂はオフィスコンビニ、コーヒーサーバーを導入

• 活動に合わせたオフィス家具とレイアウト

• トレーニングルームで心身の健康維持をサポート

• eラーニングサービスでITスキル研修を必修受講

コミュニケーション施策
フリーアドレスやテレワークの推進により心配される
部門内のコミュニケーション不足を解消するため、毎
月1回所属長と1対1のミーティングを実施。仕事の進
捗状況を確認し、悩みや不安に耳を傾けている。

177
従業員数

男性90人、女性87人

90%
車通勤率

駅から徒歩圏外のため

100%
PC支給率

全社員にモバイルノートPC

ABW導入モデル-株式会社ハヤブサ様（兵庫県三木市）

オフィス
コンビニ

集中ｽﾍﾟｰｽ二人作業

知識共有

対話

電話
Weｂ会議

集中スペース

役員エリア

食堂

出所:ひょうご仕事と生活センターHP「表彰事例紹介」
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人材確保を超えた価値

遠隔地雇用は単なる採用手法ではない。地域活性化、社会課題の解決、

多様性の推進など、多面的な価値を生み出す戦略的な取り組みである。

企業文化の変革

制度を導入するだけでは成功しない。成果主義の徹底、コミュニケ

ーションツールの活用、信頼に基づくマネジメントなど、企業文化

そのものの変革が不可欠である。

持続可能な社会への貢献

地方と都市、障がいの有無、育児・介護の状況を問わず、すべての人

が能力を発揮できる社会の実現に寄与する。これからの時代に求めら

れる働き方の形である。

本セミナーで紹介した6つの事例は、それぞれ異なるアプローチで遠隔地雇用の可能性を示している。自社の状況に合わせて最適なモデルを選択し、段階的に

導入していくことで、人材戦略と社会貢献を両立させることができる。

主要出典

• 厚生労働省テレワーク推進事業報告書(2023-2025)

• 総務省テレワーク活用事例集(2023)

• Bowgl働き方改革企業事例集(2024)

• Nice2MeetUS 地方創生事例アーカイブ(2024)

• Symbiioリモート雇用事例研究(2024)

• Hone 地方創生テレワーク(2025)

テレワークがもたらす地域ビジネスの未来

テレワークの活用は多面的な効果があり、企業の目的や組織文化により最適なアプローチは異なるが、
共通して「人材の可能性を最大化する」という理念が貫かれている。

雇用範囲の

拡大

社会的価値

の創造

組織の

知識蓄積

地域経済

への貢献

離職率の

低下

テレワーク
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地方の中小企業や、テレワークが難しい業種でも

テレワークを実現するために
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製造業や接客業など、テレワークが難しいとされる業種でも、工夫次第で柔軟な働き方を実現できます。
全社員が恩恵を受けられる制度設計により、公平性を保ちながら働き方改革を推進することが可能です。

先ずは今すぐできる業務・部門からスタート

すぐ実施できる業務

Web会議やチャット等を活用されている場合、すぐに実施可能な業
務が多数存在する。研修、自己啓発、会議、スケジュール共有、面
談、情報共有など、ITツールを活用すれば場所を問わず実施できる
業務が該当する。

管理部門への導入
テレワークを実施することが難しい業種であっても、企業の事務部門
や管理部門は、すぐにテレワークできる業務が多いと考えられる。
人事、経理、総務などの間接部門は、パソコンとネットワーク環境が
あれば業務遂行が可能である。

導入が難しい部門の対応
製造現場や接客業など、テレワーク導入が難しい部門につい
ては、経営者・部門長の理解を得ることが必須である。その
上で、代償措置（代替措置）の検討も必要な場合がある。

週休3日制
テレワークできない代わりに
休日を増やす選択肢

時差出勤制度
柔軟な勤務時間により通勤負担を軽減

時効消滅年次休暇
失効する有給休暇の再活用

出所:厚生労働省「平成26年度テレワークモデル実証事業」(企業アンケート)、厚生労働省「テレワークではじめる働き方改革」

必要な教育・自己啓発

• ITスキル向上のための研修機会の提供

• 従業員の理解を深めるための啓発活動

※制度が年次有給休暇の取得の妨げとならないよう注意



Copyright© 2025  NSR All Rights Reserved 14

テレワークしにくい社員にも配慮しつつ、できる部署から導入！

将来的には希望者全員が利
用できる制度を目指す

段階的にテレワーク対象者を拡大し、最終的には全従業

員が利用可能な制度設計を目指すことが重要である。

IT訓練、その他必要な教育
・自己啓発の機会を設ける

テレワークに必要なITスキルや業

務遂行能力を高めるための教育機

会を定期的に提供する。

テレワーク希望の際、
部署異動等の可能性を提示

現在の部署でテレワークが困難で

も、異動により実現可能性を示す

ことで、キャリアパスの選択肢を

広げる。

現場のある部署の者はテレワーク利用不可
能と決めつけない

固定観念を排除し、業務の一部でもテレワーク化でき

ないか、柔軟に検討する姿勢が重要である。

社員全員集える場づくり

お互いがリスペクトし合える関

係を構築し、感謝の気持ちを言

葉で伝えることで、テレワーク

実施者と非実施者の相互理解を

深める。 ※株式会社白山様事例発表より

出所:社会保険労務士法人NSR 作成

テレワークしにくい業種業態（現場等）のテレワークの考え方

「〇休+〇テレ」で全員利用可能なテレワークが実現可能！
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月１回 半日だけのテレワークなら、誰でもテレワークが可能

午前中は半日休暇を取得して午後はテレワーク。

または午前テレワークで午後を半日休暇に…

月に一度の「半休+半テレ」で、年休5日取得義務の達成法的義務

2019年4月より、年次有給休暇が10日以上

ある従業員は年5日の取得が義務化。

違反時の罰則

違反した場合は30万円以下の罰金が科され

ます。一人一罰制のため、複数の従業員で

違反があれば罰金も増加します。

解決策

月1回の「半休+半テレ」を実施することで

、年間12回の半日休暇=6日分の年休取得と

なり、義務を達成できます。

「半休+半テレ」で全員利用可能なテレワーク実現

月に3～4時間の業務なら、

現場勤務が中心の社員もテレワーク可能！

子供のPTA行事

学校行事への参加が容易になる

地域の自治会行事

地域コミュニティへの貢献が可能

役所や行政の手続

平日の行政手続きに対応できる

●マニュアルなどを読む時間

●出張報告書の作成する時間

●行事の企画を考える時間

●イラスト、POP作り

●メール、電話営業

●子供のＰＴＡ行事

●地域の自治会行事

●役所や行政の手続 など

半日程度で済む用事がある日 安全衛生の動画視聴、資格の勉強など、
現場では出来ない業務や自己啓発にも最適！
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年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていな

い場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位で与えることが可能です。出典：(厚生労働省)「改正労働基準法のあらまし」(h21.10)

月に一度の「半休+半テレ」で、年休5日取得義務の達成法的義務

2019年4月より、年次有給休暇が10日以上

ある従業員は年5日の取得が義務化。

違反時の罰則

違反した場合は30万円以下の罰金が科され

ます。一人一罰制のため、複数の従業員で

違反があれば罰金も増加します。

解決策

月1回の「半休+半テレ」を実施することで

、年間12回の半日休暇=6日分の年休取得と

なり、義務を達成できます。

「半休+半テレ」で選ばれる企業になる

半テレ半休

月に1回「半休＋半テレ」を実施

12か月 ６日 年休５日の取
得義務達成

年次有給休暇の取得促進

法定義務を満たしながら、社員のワークライフ

バランスを向上させます。

業種を問わず実現可能

製造業や接客業など、テレワークが難しい業種

でも導入できます。

BCP対策として即座に対応

災害やパンデミック時に、全社員がテレワーク経

験を持つことで迅速な対応が可能になります。

不公平感の緩和

他のテレワーカーへの理解が深まり、

現場勤務者との不公平感を軽減できます。

企業イメージの向上

「全員テレワークできる会社」として、

人材確保と雇用継続に有利になります。

2019年4月より
年次有給休暇の付与が10日以上ある従業員について「年5日」の取得が義務化。

※違反した場合は「30万円以下の罰金」（一人一罰）
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テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

テレワーク・ガイドライン
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労使双方のメリット
働き方改革の観点から、使用者と労働者の両者に

とってプラスとなる制度設計が求められる。

適切な労務管理
使用者による適切な労務管理のもと、労働者が安

心して働ける良質なテレワーク環境を構築する。

生産性の向上

業務遂行方法や労務管理の見直しを通じて、企業

全体の生産性向上を実現する。

テレワークの推進に当たっては、あらかじめ労使で十分に話し合い、明確なルールを定めることが不可欠である。

テレワークガイドラインの基本理念と考え方

テレワークガイドラインにおける「テレワーク」とは、労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務

◇テレワークガイドラインパンフレット
（令和６度版）

https://www.mhlw.go.jp/con
tent/tw_guideline.pdf

テレワークガイドラインパンフレット

（令和６度版）

https://www.mhlw.go.jp/content/tw_guideline.pdf

労働基準関係法令の適用

労働基準法上の労働者については、テ

レワークを行う場合も、以下のような

労働基準関係法令が適用されます

労働者

出所：厚生労働省「テレワークの適正な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
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対象業務の選定における重要な視点

固定観念の打破

エッセンシャルワーカーなど、一般的にテレワーク

実施が難しいとされる業種・職種でも、個別業務に

よっては実施可能な場合がある。

• 管理職側の意識改革

• 業務遂行方法の本質的見直し

• 業務の切り分けと再配分

「テレワークに向かない」と安易に結論づけ

ず、仕事内容の本質的な見直しを行うことが

重要である。オフィス出勤者のみに業務が偏

らないよう留意すること。

対象業務・対象者選定における重要な視点

対象者選定における法令遵守のポイント

本人の納得

テレワーク実施に当たっては、労働者本人の納得

の上で対応を図る必要がある。

雇用形態による差別の禁止

正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、

不合理な待遇差を設けてはならない。短時間労

働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に

関する法律、労働者派遣法に基づく。

透明性の確保

テレワーク実施者に偏りが生じる場合、優先

順位や頻度について労使で十分に話し合い、

納得感を得ることが望ましい。

派遣労働者・新入社員への特別な配慮も必要。

出所：厚生労働省「テレワークの適正な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
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テレワークは非対面の働き方であるため、個々の労働者の業務遂行状況や成果を生み出す過程で発揮される能力を把握し

づらい側面がある。しかし、人事評価は企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観
点から、企業がその手法を工夫して適切に実施することが基本である。

事前の明確化
上司は部下に求める内容や水準等をあら

かじめ具体的に示し、評価対象期間中に

は達成状況について共通認識を持つ機会

を柔軟に設けることが望ましい。

評価基準の見える化
行動面や情意面を評価する企業は、評価

対象となる具体的な行動等の内容や評価

方法をあらかじめ見える化し、示すこと

が望ましい。

評価者訓練
非対面の働き方において適正な評価を実施で

きるよう、評価者に対する訓練等の機会を設

ける等の工夫が考えられる。

人事評価制度における重要原則

不適切な評価の禁止事項

時間外対応の強制
時間外、休日又は所定外深夜のメール等に対応しなかっ

たことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切

な人事評価とはいえない。

出勤者の優遇
テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オ

フィスに出勤している労働者を高く評価することは、労働者がテレワー

クを行おうとすることの妨げになり、適切な人事評価とはいえない。

テレワークを行う場合の評価方法をオフィス勤務の場合と区別する際には、誰もがテレワークを行えるよう

にすることを妨げないよう工夫を行い、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱

いの内容を説明することが望ましい。

出所：厚生労働省「テレワークの適正な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
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基本原則
テレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じるこ

とは望ましくない。労使のどちらがどのように負担するか、ま

た使用者が負担する場合の限度額、労働者が請求する場合の請

求方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、就業規

則等において規定しておくことが望ましい。

労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担を

させる定めをする場合には、就業規則に規定しな

ければならない（労働基準法第89条第5号）。

費用負担の例

• 情報通信機器の購入費用又はリース料

• 通信回線使用料（通話料、インターネット利用料等）

• 電気料金

• 事務用品・備品購入費用

• 作業環境整備費用

実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態（勤務時

間等）を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられ

る。

費用負担の適切な取扱い

①在宅勤務者に負担させる 在宅勤務の頻度が高くない場合 就業規則に規定しなければならない。
（労基法 第８９条第５号）

②テレワーク（在宅勤務）
手当を支給する

月額3,000～5,000円、
日額100円～150円が多い

渡し切り（実費弁償でない）の場合、
社会保険料や割増賃金の算定基礎となる。

③「実費相当分」を支給す
る

実際の費用のうち業務に要した実
費の金額を在宅勤務の実態（勤務
時間等）を踏まえて合理的・客観
的に計算し、支給する。

社会保険料や割増賃金の算定基礎でない。
（参考）国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に
関するＦＡＱ（源泉所得税関係）」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph
/pdf/0020012-080.pdf

※テレワーク対象者が一時的に出社する際に要する交通費（実費）について
基本的に、当該労働日における労働契約上の労務提供地が、事業所であれば通勤手当（社会保険料等の算定基礎に含める）、
自宅であれば実費弁償としての交通費（社会保険料等の算定基礎に含めない）。

労働基準法
第八十九条第五号

※テレワーク対象者が一時的に出社する際に要する交通費（実費）について

基本的に、当該労働日における労働契約上の労務提供地が、事業所であれば通勤手当（社会保険料等の算定基礎に含める）、

自宅であれば実費弁償としての交通費（社会保険料等の算定基礎に含めない）。

出所：厚生労働省「テレワークの適正な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
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就業規則の整備

テレワークを円滑に実施するため、使用者は労使で協議して策

定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に

周知することが望ましい。

労働者の都合に合わせて柔軟に場所を選択できる場合には、使

用者の許可基準を示した上で「使用者が許可する場所」におい

て実施可能である旨を定めておくことが考えられる。

労働条件の明示

使用者は労働契約締結時、就業の場所に関する事項等を書面の

交付等により明示する（労働基準法第15条）。

• 雇入れ直後からテレワークを行わせる場合：雇入れ直後の

就業場所として明示

• 労働契約期間中にテレワークを行う場合：変更の範囲とし

て明示

自宅やサテライトオフィスなど、テレワークを行うことが可能

である場所を明示することが望ましい。

テレワークを行う場所の如何に関わらず、労働者の属する事業場がある都道府県の最低賃金が適用されること

に留意が必要である。

就業規則と労働条件明示の要点

厚生労働省テレワークモデ
ル就業規則

（巻末に在宅勤務規程の見本あり→）

https://telework.mhlw.go.jp/
info/pdf/teleworkmodel.pdf

H31.4月、書面の交付に加えて、労働者が希望した場合、
FAX､メール、SNS等でも可能となったが、
SMSは望ましくないとされている。

出所：厚生労働省「テレワークの適正な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
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労働基準法には様々な労働時間制度が定められており、全ての労働時間制度でテレワークが実施可能である。テレワーク導入前に採用して

いる労働時間制度を維持したまま実施することも、制度を変更することも可能である。

様々な労働時間制度の活用

労
働
基
準
法

1ヵ月単位の変形労働時間制

みなし労働時間制度
、労働時間規制の

適用除外

第32条の2

第32条の3

第32条の4

第32条の5

第38条の3

第38条の4

第38条の2

第41条の2

第32条

所定労働時間勤務

時差出勤制度

労働者ごとに自由度を認める制度

過半数組合等との労使協定又は就業規則等により、1箇月以内の一定期間を平均し1週間の労働
時間が40時間を超えない範囲内において、各労働日の労働時間を具体的に定めるもの。変形労働時間制

（労働時間の例外）

変形労働時間制は、週平均40時
間以内の範囲で、36協定届によらず、
割増賃金を支払うことなく、特定の
日・週に法定労働時間の原則を超え
て労働させることができる制度です。

フレックスタイム制

1年単位の変形労働時間制

1週間単位の非定型的変形労働時間制

専門業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制

事業場外労働

高度プロフェッショナル制度

通常の労働時間制
（法定労働時間）

1日8時間、1週40時間

就業規則等により始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者について、過
半数組合等との労使協定により、対象となる労働者の範囲、清算期間（3箇月以内）、清算期
間における総労働時間等の事項を定めるもの。

過半数組合等との労使協定により、1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間
を超えない範囲内において、対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を具体的に
定めるもの。

規模30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業を対象とし、過半数組合等との労使
協定により、事前に労働者へ通知の上、1日の法定労働時間（最大10時間まで）を超えて労働
させることのできる制度。

専門業務に従事する労働者について、労使協定書で定めた時間労働したとみなす制度。対象は法
定の20業務に限られ、労使協定書には業務遂行手段及び時間配分の決定に関し具体的指示を
しないこと、健康・福祉確保措置、苦情処理措置等の定めを要します。

企画業務に従事する労働者について、労使委員会の決議による時間労働したとみなす制度。対象
は事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務に従事し、業務遂行手
段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的指示をしない労働者に限られます。

事業場外で労働に従事し労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす制度。
当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、その
通常必要となる時間労働したものとみなすもの。

高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、
労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健
康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労
働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。

フレックスタイムの導入が難しい会社でも、所定労働時間のパターンをいくつか用意して、社
員と話し合いで調整して、会社が指定する制度。

その日の所定労働時間はそのままとしつつ、始業及び終業の時刻についてテレワークを行う
労働者ごとに自由度を認める制度。（テレワークガイドラインより）

就業規則等で定められた始業時刻に始まり終業時刻に終わる時間制度。
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フレックスタイム制は、労働者が始業及び終業の時刻を自ら決定できる制度。
テレワークとの相性が良く、労働者の生活実態に合わせた柔軟な働き方を実現することができる。

テレワークでの活用例

• 始業・終業時刻を労働者の判断で柔軟に調整可能

• 中抜け時間を労働者自らの判断で設定できる

• 育児や介護との両立がしやすくなる

• テレワーク日はコアタイムを設けない運用も可能

出勤日のみコアタイムを設け、テレワーク日は完全に自由な時間設定を

認めるなど、柔軟な制度設計が可能。
フレックスタイム制を適切に運用することで、労働者の自律性を高めながら、業務の

生産性向上とワークライフバランスの実現を両立させることができる。

フレックスタイム制

フレックスタイム制を導入するには、就業規則への規定と労使協定の締結が必須。
※緊急対応やトライアル実施であっても、労働基準法の手続きを省略することはできない。

就業規則等への規定

就業規則その他これに準ずるものにより、
始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ね
る旨を明確に定める必要がある。

労使協定の締結

制度の基本的枠組みとして、対象労働者の
範囲、清算期間、総労働時間、標準となる
1日の労働時間などを定める。

労働基準監督署への届出
清算期間が1ヶ月を超える場合は、労使協定
を労働基準監督署に届け出る必要がある。

フレックスタイム制の導入手続き

出所：厚生労働省「テレワークの適正な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
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テレワークにおいて、次の①②をいずれも満たす場合には、制度を適用することができる。

1

情報通信機器が常時通信可能な状態におくこと

とされていないこと

• 勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を

切断できる場合

• 通信回線の切断はできないが、労働者が情報通信機器

から自分の意志で離れることができ、応答のタイミン

グを労働者が判断できる場合

• 会社支給の携帯電話等を所持していても、応答の可否

や折り返しのタイミングを労働者が判断できる場合

2

随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っ

ていないこと

使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項

にとどまり、一日のスケジュール（作業内容とそれを行う

時間等）をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方

法等を具体的に特定するものではない場合。

※情報通信機器を労働者が所持していることのみをもって、

制度が適用されないことはない。

事業場外みなし労働時間制

※作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定できると

「みなし労働時間制」は適用できない。（講師注）

出所：厚生労働省「テレワークの適正な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
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通常の労働時間制度や変形労働時間制度のままで、テレワーク実施時の始業・終業時刻に柔軟性を持たせる方法。
1分単位の時差出勤（例：スーパー時差出勤）も可能。

その日の所定労働時間はそのままとしつつ、テレワークを行う労働者ごとに
始業及び終業の時刻について自由度を認める制度。

あらかじめ就業規則に定めておくことで、労働者が始業・終業時刻を変更できるようになる。

• 所定労働時間は変更しない

• 始業・終業時刻のみを柔軟化

• 就業規則にあらかじめ規定

• 労働者個別の対応が可能 テレワークで必ずしも一律の時間に労働する必要がない場合に有効な制度です。

フレックスタイム制に比べて導入や運用が容易であり、フレックスタイム制の導入が難しい企業でも実施可能な選択肢となる。

通常の労働時間制度及び変形労働時間制(例：スーパー時差出勤制度)

出所：厚生労働省「テレワークの適正な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
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テレワークの場合における労働時間の管理については、
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（適正把握ガイドライン）
も踏まえた対応が求められる。

客観的な記録による把握

労働者の自己申告による把握

情報通信機器の使用時間の記録が始業・終業時刻を反映できない場合、労働者の自己申告により把握する。ただし、適正な運用のための措置が

必要。

労働時間管理と把握の方法

3

1

2

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成 29 年１月 20 日策定）

原則的な把握方法

客観的な記録を基礎として確認・記録することが原則です。

使用者による現認、タイムカード、ICカード、パソコンのログなどが該当。

自己申告制の例外的運用

やむを得ず自己申告による場合は、適正な申告を阻害する措置を設けては

ならず、実態調査や必要な補正措置を講じる必要がある。

始業・終業時刻の確認・記録

使用者は労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 

終業時刻を確認し、これを記録すること

テレワークにおける客観的記録の例

• 情報通信機器の使用時間記録（パソコンのログイン・ログアウト時刻）

• サテライトオフィスへの入退場記録

• 勤怠管理システムへの打刻記録

• 業務用アプリケーションの利用履歴

出所：厚生労働省「テレワークの適正な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
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勤務時間の一部でテレワークを行う際、自宅やサテライトオフィスとオフィス間の移動時間が発生します。
この移動時間の労働時間該当性は、使用者の指示の有無と労働者の自由利用の可否によって判断されます。

在宅勤務

午前中は自宅で勤務し、昼食後にオフィ

スへ移動するケースなど

移動時間

就業場所間の移動に要する時間の取扱い

が問題となる

オフィス勤務

午後からオフィスで業務を継続するケー

ス

労働時間に該当する場合

使用者が労働者に対して就業場所間の移動を命
じ、その間の自由利用が保障されていない場合
の移動時間は労働時間として取り扱われ、移動
時間についても賃金の支払いが必要。

休憩時間に該当する場合

労働者による自由利用が保障されている時間につい
ては、休憩時間として取り扱うことができる。
労働者が自由に移動手段や経路を選択でき、途中で
私用を済ませることも可能な場合などが該当。

実務上は、就業規則等で移動時間の取扱いを明確にしておくことが重要です。使用者が特定の移動手段や時刻を
指定する場合は労働時間に該当する可能性が高く、労働者の自由裁量に委ねる場合は休憩時間として扱う。

移動時間の取扱い

在宅勤務

移動時間

オフィス勤務ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ勤務

出所：厚生労働省「テレワークの適正な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
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テレワーク実施時には、一定程度労働者が業務から離れる「中抜け時間」が生じることが考えられる。
このような中抜け時間については、労働基準法上、使用者はこの時間を把握することにしても、
把握せずに始業・終業時刻のみを把握することとしてもどちらでもよい。

中抜け時間を把握する場合

労働者から中抜け時間の報告を受け、以下のい
ずれかの方法で取り扱う。

• 休憩時間として取扱い、終業時刻を繰り下げる
中抜け時間を休憩とみなし、
その分だけ終業時刻を後ろにずらす方法

• 時間単位の年次有給休暇として取扱う
中抜け時間を年休として処理する方法

中抜け時間を把握しない場合

始業及び終業の時刻の間の時間について、休憩
時間を除き労働時間として取り扱う。

※この場合、労働者が実際に業務から離れていた時間も含
めて労働時間とみなされるため、管理が簡便である一方、
労働時間が長くなる可能性があります。

Q. 所定労働時間の変更は可能か

テレワーク実施日に、銀行や役所の用事を片付けたいので、休憩時間を1時間延長して、終業時刻を1時間繰り下げたいという要望が

ありました。労働者の都合に応じた所定労働時間の変更は可能でしょうか。

A. 就業規則への事前規定で可能

銀行や役所の用事は中抜け時間ですので、使用者が業務の指示をせず、労働者が自由に利用できる場合、終業時刻の繰り下げなどの

所定労働時間の変更は可能です。ただし、あらかじめ就業規則に規定しておくことが必要です。企業が一方的に変更することはでき

ません。

中抜け時間の取扱いについては、あらかじめ使用者が就業規則等において明確に定めておくことが重要です。
労働者に対して事前に周知し、運用ルールを統一することで、トラブルを防止できます。

中抜け時間の柔軟な取扱い

報告方法としては、1日の終業時に労働者から報告させることが考えられる。

出所：厚生労働省「テレワークの適正な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
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テレワーク環境下では、業務の効率化に伴い、時間外労働の削減につながるというメリットが期待される一方で、
労働時間が見えにくくなり、長時間労働が発生しやすくなる傾向がある。労働者の健康障害防止とワークライフ
バランスの確保のため、使用者は以下のような対策を講じることが求められる。

メール送付の抑制

役職者、上司、同僚、部下等から時間外・深夜・休

日にメール送付の自粛を命ずる等が有効。電話等も

含め、必要性や労働者の対応の要否等について、使

用者が明確なルールを設ける。

システムへのアクセス制限

所定外深夜・休日は、事前に許可を得ない限りパソ

コン等にアクセスできないよう使用者が設定するこ

とが有効。技術的な手段またはその他の方法でアク

セス制限を行う。

勤務間インターバル制度

終業時刻から次の始業時刻まで一定時間以上の休息

時間を確保する制度。長時間労働の抑制と労働者の

健康確保に効果的。

時間外労働の事前申請

時間外・休日・所定外深夜労働について、通常のオ

フィス勤務と同様に事前許可制とします。手続きを

就業規則に明記し、労働者に書面等で明示します。

長時間労働者への注意喚起

長時間労働等が生じるおそれのある労働者や、休日

・所定外深夜労働が生じた労働者に対して、使用者

が注意喚起を行います。労務管理システムからの自

動警告も有効です。

これらの対策を組み合わせることで、テレワーク環境下でも適切な労働時間管理を実現し、労働者の健康と生産性の両立を図ることがで

きます。就業規則への明記と、労働者への周知徹底が成功の鍵となります。

長時間労働対策

出所：厚生労働省「テレワークの適正な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
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自宅等においてテレワークを実施する場合においても、事業者は労働安全衛生法等の関係法令等

に基づき、労働者の安全と健康の確保のための措置を講ずる必要がある。

健康相談体制の整備

健康相談を行うことができる体制を整備

する（労働安全衛生法第13条の3）。

安全衛生教育の実施

労働者を雇い入れたとき又は作業内容を

変更したときの安全又は衛生のための教

育を行う（労働安全衛生法第59条）。

健康診断とその措置

必要な健康診断とその結果等を受けた措

置を実施する（労働安全衛生法第66条か

ら第66条の7まで）。

長時間労働者への面接指導

過重労働による健康障害を防止するための長時間労働者に対す

る医師による面接指導とその結果等を受けた措置及び面接指導

の適切な実施のための労働時間の状況の把握（労働安全衛生法

第66条の8及び第66条の9）（労働安全衛生法第66条の8の3）

・面接指導の適切な実施のための時間外・休日労働時間の算定

と産業医への情報提供（労働安全衛生規則（昭和47年労働省令

第32号）第52条の2）

ストレスチェックの実施

ストレスチェックとその結果等を受けた措置を実施する（労働

安全衛生法第66条の10）。

安全衛生管理の確保

テレワークガイドラインに記載の「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保

するためのチェックリスト」については、半年に一回程度定期的に確認いただ

き、衛生委員会のある企業は その結果を報告をするようにしてください。

出所：厚生労働省「テレワークの適正な導入及び実施の推進のためのガイドライン」



Copyright© 2025  NSR All Rights Reserved 32

①必要な健康診断を行うこと （労働安全衛生法 第66条）

具体的には、以下の健康診断
などを行わなければなりません
●雇入時の健康診断
（労働安全衛生規則 第43条）

●定期健康診断
（労働安全衛生規則 第44条） 等

②労働者を雇い入れた際、必要な安全衛生教育を行うこと（労働安全衛生法 第59条）
VDT作業者の健康診断

配置前健康診断 定期健康診断

業務歴の調査 既往歴の調査

自覚症状の有無の調査

筋骨格系に関する検査
作業の種類と作業時間に応じて

出所：厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」

・ 対象となる作業

・ 作業環境管理

・ 作業管理

・ 情報機器等及び作業環境の維持管理

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン（情報機器ガイドライン）とは、
事務所において行われる情報機器作業の労働衛生管理についての基準を示したものです

事務所以外の場所で行われる情報機器作業についても、情報機器ガイドラインに準じた管理をして下さい

情報機器作業とは、パソコンやタブレット端末等の情報機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の
作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業

・ 健康管理

・ 労働衛生教育

・ 配慮事項等

情報機器ガイドライン

作業管理

（令和元年7月12日策定）とは

１．対象となる作業
２．作業環境管理
３．作業管理
４．作業環境の維持管理
５．健康管理
６．労働衛生教育
７．配慮事項等

＜情報機器の例＞ 
・デスクトップ型パソコン
 ・ノート型パソコン 
・タブレット 
・スマートフォン

情報機器ガイドライン（情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン）

https://www.mhlw.go.jp/content/000580827.pdf

事業者はテレワークを行う労働者へ作業環境に係る教育・
助言等を行うべきこと

事業者はテレワークを行う労働者へ作業環境に係る教育・
助言等を行い、自宅等の作業環境に関する状況の報告を求
めるとともに、必要な場合には、労使が協力して改善を図
る又は自宅以外の場所（サテライトオフィス等）の活用を
検討することが重要である。

事業者はテレワークを行う労働者に教育・助言等を行い、テレワークガイドライン（別紙２）の「自宅等においてテ
レワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト（労働者用）」を活用すること等により、自宅等の作
業環境に関する状況の報告を求めるとともに、必要な場合には、労使が協力して改善を図る又は自宅以外の場所（サ
テライトオフィス等）の活用を検討することが重要である。

（テレワークガイドライン）
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温度がない
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の
一部を改正する省令案概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000812629.pdf

 ・作業等を行うのに十分な空間が確保されているか   
     ・転倒することがないよう整理整頓されているか

・作業に支障がない十分な明るさにすること
 （参考：事務所則第10条、情報機器作業ガイドライン）

机上は照度300ﾙｸｽ以上とする

・冷房、暖房、通風などを利用し、作業に適した温

度、湿度となるよう、調整をすること

（参考：事務所則第5条、情報機器作業ガイドライン）   室温18℃～28℃  

相対湿度40％～70％   を目安とする

・空気の入れ換えを行うこと
（窓の開閉や換気設備の活用）

・ ディスプレイに太陽光が入射

する場合は、窓にブラインドや

カーテンを設けること
（参考：事務所則第3条、情報機器作業ガイドライ

ン）

窓
照明

室温 湿度

部屋

・ 目、肩、腕、腰に負担がかか

らないよう、机、椅子や、ディ

スプレイ、キーボード、マウス

等を適切に配置し、無理のない

姿勢で作業を行うこと
（参考：情報機器作業ガイドライン）

机、椅子、PC
・ 必要なものが配置できる広さがある

 ・ 作業中に脚が窮屈でない空間がある

 ・ 体型に合った高さである、又は高さの調整ができる

机

・ 安定していて、簡単に移動できる

・ 座面の高さを調整できる

・ 傾きを調整できる背もたれがある

・ 肘掛けがある

椅子

・ 輝度やコントラストが調整できる

・ キーボードとディスプレイは分離して位置を調整できる

・ 操作しやすいマウスを使う
（※）ディズプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること

PC

一部改正基発 1201 第７号令和３年 12 月１日
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211201K0031.pdf
→https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000860576.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01603.html

一部改正
基 発 1201 第 ７ 号
令和３年 12 月 １ 日

（参考：事務所則第2条）

設備の占める容積を除き、
10m3以上の空間とする

ご存知ですか？職場における労働衛生基準が
変わりましたhttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf

自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備（情報機器ガイドライン）

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211201K0031.pdf
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テレワークにおけるメンタルヘルス対策のための手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000917259.pdf

「いつもと違う」部下の様子
○ 遅刻、早退、欠勤が増える
○ 休みの連絡がない（無断欠勤がある）
○ 残業、休日出勤が不釣合いに増える
○ 仕事の能率が悪くなる。思考力・判断力が低下する
○ 業務の結果がなかなかでてこない
○ 報告や相談、職場での会話がなくなる（あるいはその逆）
○ 表情に活気がなく、動作にも元気がない（あるいはその逆）
○ 不自然な言動が目立つ
○ ミスや事故が目立つ
○ 服装が乱れたり、衣服が不潔であったりする

ラインによるケアで大切なのは、
管理監督者が「いつもと違う」部下に早く気付くこと。
日頃から部下に関心を持って接しておき、いつもの行動様式や
人間関係の持ち方について知っておくことが必要。

メンタルヘルス対策

出所：厚生労働省HP「こころの耳」、厚生労働省「テレワークにおけるメンタルヘルス対策のための手引き」
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労働災害の補償

テレワークを行う労働者については、事業場における勤務と同様、労働

基準法に基づき、使用者が労働災害に対する補償責任を負う。

労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワー

クにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となる。

。

ハラスメントへの対応

事業主は、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられている。

テレワークの際にも、オフィスに出勤する働き方の場合と同様に、関係

法令・関係指針に基づき、ハラスメントを行ってはならない旨を労働者

に周知啓発する等、ハラスメントの防止対策を十分に講じる必要がある

。

労災補償／ハラスメントへの対応

テレワーク時であっても
業務遂行性・業務起因性が認められた場合に給付

使用者は、労働時間の把握において、情報通信機器の使用状況などの客観的な記録や労働者から申告された時間の記録
の保存、災害発生状況等を可能な限り記録しておくことを労働者に対して周知することが望ましい。

就業の場所

住居と就業の場所の往復等を合理的な経路及び方法で行うこ
と等によって被った傷病等をいい、モバイル勤務や施設利用
型勤務では、通勤災害が認められる場合も考えられる。

住居

通勤災害

Q. オンライン会議中のカメラをonにするように指示することはハラスメントにあたりますか。

A. 上司は「なぜカメラONが必要なのか」という合理的な理由を説明し、部下のプライバシーや心理的・技術的負担を配慮しましょう。 

正当な理由がない、または感情的な強要や、拒否したことに対する不当な叱責・嫌がらせなどは、ハラスメントと見なされる可能性が高まります。

出所：厚生労働省「テレワークの適正な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
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テレワークお役立ち情報

Appendix
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テレワーク制度を導入・実施し、人材確保や雇用管理改善等の効果をあげた中小企業事業主を支援

①制度導入助成

就業規則等の整備、職場風土作り、テレワーク実績の達成で支給

②目標達成助成

制度導入後の離職率低下とテレワーク実績維持で支給

対象となる取り組み

• 就業規則・労働協約の作成・変更

• 外部専門家によるコンサルティング

• 労務管理担当者・労働者への研修

• 職場風土作りの取り組み

主な要件

• テレワーク制度の就業規則整備

• 対象労働者の実績達成

• 離職率の改善（目標達成助成）

• 既に導入済みで拡大する事業主も対象

【厚生労働省】人材確保等支援助成金（テレワークコース）

20万円

10万円

(賃金要件を満たした場合15万円)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html

お問い合わせ先（申請窓口）：都道府県労働局

出所：厚生労働省HP
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【総務省・厚生労働省】テレワーク・ワンストップ・サポート事業

1社につき３回までオンラインまたはご訪問にて、
無料コンサルティングを受けることができます。

テレワーク・ワンストップ・サポート事業では、
テレワーク最新情報はじめ、テレワークに関するあらゆるご相談に対応します！

厚生労働省・総務省ではテレワークを導入しようとする企業等に対し労務管理やICT活用を相談できる窓口を設置しています。

●テレワーク相談センターでのワンストップ相談対応
（無料・電話やメールでの随時受付）

電話・メール相談 コンサルティング

コンサルティングお申込みフォーム
https://telework.mhlw.go.jp/support/consulting/

出所：総務省 厚生労働省「テレワークポータルサイト」
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【厚生労働省・総務省】テレワーク総合ポータルサイト

https://telework.mhlw.go.jp/

出所：総務省 厚生労働省「テレワークポータルサイト」

Appendix
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ご清聴ありがとうございました。

社会保険労務士 武田かおり

Copyright(c)  ＮＳＲ All Rights Reserved
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